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    告     示 

和歌山県告示第1510号 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第7号）第25条第3項の規定による定款変更認証の申請があったの

で、同条第5項において準用する同法第10条第2項の規定により次のとおり公告する。 

 なお、関係書類は、和歌山県環境生活部県民局県民生活課及び和歌山県ＮＰＯサポートセンターに備え

置いて、平成27年1月26日まで縦覧に供する。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 申請年月日 

平成26年11月25日 

2 名称 

特定非営利活動法人地域サポートセンター 

3 代表者の氏名 

植山芳三 

4 主たる事務所の所在地 

和歌山県橋本市東家六丁目347番5 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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5 定款に記載された目的 

 この法人は、ノーマライゼーションの理念を基盤とし、障害者福祉・青少年育成・環境問題など地域

の暮らしを豊かにする事を目的にコミュニティーをつくり、個人及び団体の学習や活動を推進すること

を目的とする。 

 

和歌山県告示第1511号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者を次のとおり指定

したので公示する。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害児通所支援

の  種  類
事業者の名称

事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3050100

613 
おれんじ倶楽部 

和歌山市湊1820番

地の28 

放課後等デイサー

ビス 

株式会社Green 

Apple 

和歌山市北中間町8

番地 

平成 

26.12.1 

 

和歌山県告示第1512号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の

規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので公示する。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

医療機関の名称 医療機関の所在地 

主として担当する医師 

（薬剤師）の氏名又は訪問 

看護ステーション等の名称 

指 定

年月日

ピーチ調剤薬局 
和歌山市小松原通四丁目30番地 小松

原丸岩ビル1階101号 
中西明徳 

平成 

26.12.1

 

和歌山県告示第1513号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の

規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので公示する。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

医療機関の名称 医療機関の所在地 

主として担当する医師 

（薬剤師）の氏名又は訪問 

看護ステーション等の名称 

指 定

年月日

ティ・エム薬局 日高郡日高川町土生160-4の内 桐谷栄 
平成 

26.12.1

 

和歌山県告示第1514号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の

規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので公示する。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

医療機関の名称 医療機関の所在地 

主として担当する医師 

（薬剤師）の氏名又は訪問 

看護ステーション等の名称 

指 定

年月日

クリニックわろうだ 西牟婁郡上富田町南紀の台54番10号 山田秀世 
平成 

26.12.1
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和歌山県告示第1515号 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第5条第1項の規定により、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により公告する。 

 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、「（1）氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては代表者の氏名（2）連絡先の電話番号（3）大規模小売店舗の名称（4）この公告に係る大規模小売

店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見」を記載した意見書

を、本日から4月以内に和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課に到着するように提出するこ

と。 

 なお、提出された意見の概要は法第8条第3項の規定により公告し、縦覧に供する。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）ホームセンターコーナン和歌山西浜店 

和歌山県和歌山市西浜字中新堤内ノ坪900番2外 

2 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田直太郎 

大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1号 

大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 

岡山県倉敷市堀南704番地の5 

3 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

コーナン商事株式会社 代表取締役 疋田直太郎 

大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1号 

大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀昭司 

岡山県倉敷市堀南704番地の5 

4 大規模小売店舗の新設をする日 

平成27年7月26日 

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

6,113.5㎡ 

6 駐車場の収容台数 

310台 

7 駐輪場の収容台数 

192台 

8 荷さばき施設の面積 

92㎡ 

9 廃棄物等の保管施設の容量 

34.1㎥ 

10 開店時刻及び閉店時刻 

コーナン商事株式会社 午前7時から午後9時まで 

大黒天物産株式会社 24時間 

11 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

24時間（一部については、夜間利用制限） 

12 駐車場の自動車の出入口の数 

2箇所 
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13 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前6時から午後10時まで 

14 届出年月日 

平成26年11月25日 

15 届出等の縦覧場所 

和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課（和歌山市小松原通一丁目1番地） 

和歌山市まちづくり局まちおこし部商工まちおこし課（和歌山市七番丁23番地） 

16 届出等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

縦覧期間 平成26年12月9日から平成27年4月9日まで 

時間帯 午前9時30分から午後5時まで 

 

和歌山県告示第1516号 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第1項の規定により、農地中間管

理機構から平成26年11月27日に次の土地に関する農用地利用配分計画の認可の申請があったので、その旨

を告示する。 

 なお、当該農用地利用配分計画は、和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課及び日高振興局地域振興

部農業振興課に備え置いて、平成26年12月22日まで縦覧に供する。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

農用地利用配分計画の番号 賃借権の設定等に係る土地の所在及び地番 

平成26年度第6号 御坊市野口字六反374-1外4筆 

平成26年度第7号 日高郡みなべ町東神野川字帆柱206外7筆 

 

和歌山県告示第1517号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の2の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東牟婁郡古座川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

古座川町（次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び東牟婁振興局地域振興部林務課並びに古座川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 
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和歌山県告示第1518号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更したので告

示する。 

 この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 道路の種類 県道 

2 路線名 泉佐野岩出線 

区     間 新旧の別 

敷 地 の 

幅  員 

 

延  長 

 

備     考 

メートル メートル

岩出市川尻字木殿3番1地先から

同市川尻字木殿3番2地先まで 
旧 

11.57

～

15.07
12.08  

同上 新 
11.40

～
15.07

12.08  

 

和歌山県告示第1519号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更したので告

示する。 

 この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 道路の種類 県道 

2 路線名 阪本五條線 

区     間 新旧の別 

敷 地 の 

幅  員 

 

延  長 

 

備     考 

メートル メートル

伊都郡高野町大字東富貴字倉之

本616番3地先から同町大字東富

貴字森垣内539番1地先まで 

旧 
3.85

～

4.74
158.50  

同上 新 
3.85

～

4.74
158.50  

同上 新 
5.88

～

10.60
110.23  

 

和歌山県告示第1520号 

 次のように道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、

告示する。 

 その関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
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 道路の種類 県道 

 路線名 阪本五條線 

 供用開始の区間 伊都郡高野町大字東富貴字倉之本616番3地先から同町大字東富貴字森垣内539番1地先

まで 

 供用開始の期日 平成26年12月9日 

 

和歌山県告示第1521号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更したので告

示する。 

 この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 道路の種類 県道 

2 路線名 大附見老津停車場線 

区     間 新旧の別 

敷 地 の 

幅  員 

 

延  長 

 

備     考 

メートル メートル メートル

西牟婁郡すさみ町小河内字藤田

平985番1地先から同町小河内字

後口之谷1631番3地先まで 

旧 
2.74

～

6.80
111.91 清水橋        L=8.00

同上 新 
6.30

～

9.88
103.43 清水橋        L=8.00

 

和歌山県告示第1522号 

 次のように道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、

告示する。 

 その関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 道路の種類 県道 

 路線名 大附見老津停車場線 

 供用開始の区間 西牟婁郡すさみ町小河内字藤田平985番1地先から同町小河内字後口之谷1631番3地先

まで 

 供用開始の期日 平成26年12月9日 

 

和歌山県告示第1523号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル



    和歌山県報  第 2615 号 平成 26 年 12 月 9 日（火曜日） 

－ 7 － 

 
3277 有田郡有田川町大字天満字

湯桒町99番の一部 

有田郡有田川町大字奥450

番地の20 

有限会社紀伊産業 

代表取締役 柏田強 

平成 

26.11.27 

4.20 21.00

 

和歌山県告示第1524号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

  平成26年12月9日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル

3288 岩出市曽屋字中溝219番1の

一部、219番4の一部 

紀の川市粉河940番地1 

森田敏夫 

平成 

26.11.27 

6.00 30.59

 

    収用委員会告示 

和歌山県収用委員会告示第5号 

 土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の2の規定により、平成26年11月27日次のとおり裁決手続開

始の決定をした。 

  平成26年12月9日 

和歌山県収用委員会会長 月 山 純 典 

1 起業者の名称 和歌山市 

2 事業の種類 和歌山都市計画道路事業3・4・6号南港山東線 

3 裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積等、土地所有者の氏名及び住所並びに土

地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類 

（次表のとおり） 
 

裁決手続開始を決定した土地 土地所有者 

土地に関して

権利を有する

関 係 人

所  在 地 番 

地  目 地積（㎡） 
収用しよ

うとする

土地の面

積（㎡）

使用しよ

うとする

土地の面

積（㎡）

氏 名 住 所 氏名 住所

権利

の

種類
登記 

簿  
現況 登記簿 実 測 

和歌山県

和歌山市

秋葉町 

254番14 公衆 

用道 

路 

 

公衆

用道

路 

 

130 

 

297.93 189.25 ― 別表のとおり

 

別表のとおり 

 

― ― ―
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    諸     報 

和歌山県収用委員会公示送達 

 土地収用法施行令（昭和26年政令第342号）第5条第1項の規定により、次のとおり公示送達を行う。 

 なお、送達すべき書類は、和歌山県県土整備部県土整備政策局用地対策課に保管し、送達を受けるべき

者にいつでも交付する。受領しないときは、平成27年1月5日をもってその書類の送達があったものとみな

される。 

  平成26年12月9日 

和歌山県収用委員会会長 月 山 純 典 

1 事件名 

 一般国道26号改築工事（第二阪和国道・大阪府泉南郡岬町淡輪地内から和歌山県和歌山市大谷字中得

地内まで）並びにこれに伴う市道、二級河川、普通河川、町道及び農業用道路付替工事に係る土地収用

事件 

2 送達すべき書類の名称 

 平成26年11月27日付け和収第6号「裁決書正本の送達について」 

3 送達を受けるべき者 

 岡田永 

 住所不明 

 （ただし、住民票上の住所 大阪府富田林市藤沢台一丁目1番312-405号） 
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